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化・集約化に係る国の方針について

資料４－１



厚生労働省がん・疾病対策課長から「2040年を見据えたがん医療提供体制の均て
ん化・集約化に係る異本的な考え方及び検討の進め方について」が発出された（令和
７年８月29日付）。

○ 都道府県単位・二次医療圏単位のがん患者に対する三大療法（手術療法・放射線
療法・薬物療法）を中心としたがん医療の需給を予測・把握すること。

○ 都道府県がん診療連携拠点病院とともに都道府県がん診療連携協議会を運営し、
地域の実情に応じたがん医療の更なる均てん化及び集約化の議論を進めること。

同通知の概要は次のとおり。
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国の方針



（１）今後のがん医療の需給について
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2025年を基準とした場合、
2040年のがん罹患数の変化率

神奈川県：５～10％増
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2025年を基準とした場合、
2040年のがん患者における

手術療法需要の変化率

神奈川県：ｰ５～０％減

（１）今後のがん医療の需給について



5

2025年を基準とした場合、
2040年のがん患者における
放射線療法需要の変化率

神奈川県：30％以上増

（１）今後のがん医療の需給について



6

2025年を基準とした場合、
2040年のがん患者における

薬物療法需要の変化率

神奈川県：20％以上増

（１）今後のがん医療の需給について
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（２）今後の方向性について
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（２）今後の方向性について
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都道府県及び都道府県がん診療連携拠点病院は、都道府県協議会の運営を担うこと。
都道府県協議会には、拠点病院等、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の関係団体の参画を必須とし、主体的に協議に参加できるよう
運営すること。

都道府県協議会の体制

国立がん研究センター等から提供されるデータ等を活用し、将来の医療需要から都道府県内で均てん化・集約化が望ましい医療の具体について
整理すること。また、がん種ごとにがん医療提供体制の均てん化・集約化を議論し、都道府県内で役割分担する医療機関について整理・明確化
すること。
放射線療法に係る議論の場を設け、採算に関する分析も踏まえて、将来的な装置の導入・更新を見据えた計画的な議論を行うこと。
院内がん登録を実施している医療機関を対象として、都道府県内の医療機関ごとの診療実績を、院内がん登録等の情報を用いて、医療機関の同
意の下、一元的に発信すること。その際に公表する項目について協議すること。
がん医療圏の見直しや病院機能再編等による拠点病院等の整備について検討すること。

都道府県協議会での協議事項

（３）都道府県協議会での均てん化・集約化の検討の進め方について

主体的にがん医療提供体制に係るデータの収集・分析を行うこと。
都道府県協議会で整理・明確化した、がん種ごとに役割分担する医療機関について、住民に広く周知すること。

都道府県協議会の運営に際する都道府県及び都道府県がん診療連携協拠点病院の役割

従来のがん医療提供体制を維持した場合、現在提供されているがん医療が継続できなくなる恐れがあるため、今後もがん患者が質の高いがん医
療を受療できるよう、集約化も含めた持続可能ながん医療提供体制の構築が必要であるという点について、都道府県が中心となり、住民の理解
を得るために、住民にとって分かりやすい説明を継続していく必要がある。

都道府県協議会での均てん化・集約化の留意事項
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